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現代的マルクス主義階級論における正義の原理＊

―― E. O. Wrightと J. E. Roemerの搾取概念に注目して ――

長 松 奈 美 江＊＊

１ はじめに

近年、労働市場における不平等の問題が、多く

の人びとの関心を集めている。たとえば、非正規

雇用が増加したことや、非正規雇用者と正規雇用

者の間に賃金や雇用の安定性に関する不平等が存

在することが指摘されている。また、所得格差の

拡大や貧困層の増加なども報告されている。そし

て、これらの問題は、しばしば価値判断を伴って

語られる。たとえば、非正規雇用が増加している

ことは「望ましくなく」、非正規雇用者と正規雇

用者の間の賃金格差が大きすぎることは「公平で

はない」。あるいは、所得格差が拡大し、貧困層

が増加することは「許容できない」。しかしなが

ら、階級・階層研究において、不平等と、それに

対して下される価値判断との関係が論じられるこ

とは、あまりない。私たちは、階級・階層構造に

おいて生み出されるこれらの不平等を、「望まし

くないもの」、あるいは「望ましいもの」とし

て、どのように評価すればよいのであろうか。

E. O. Wrightや J. E. Roemerを中心に、１９７０年

代から展開されてきた現代的マルクス主義階級

論１）の特徴の一つは、搾取関係や階級構造の分析

を通じて、資本主義社会に存在する不公正を明ら

かにし、それに対して道徳的批判を行うことであ

る（Wright２００５b）。本稿の目的は、Wrightと

Roemerによって展開された搾取概念と、搾取概

念を用いてなされる資本主義的社会経済体制への

道徳的批判との関係を考察することで、現代的マ

ルクス主義的階級論がよって立つ正義の原理を明

らかにすることである。

なお、道徳的批判とは、ある事象に対して、

「事実」かどうかという観点からではなく、ある

「価値」からみて「望ましいか」という観点から

批判がなされることを指し、道徳的立場とは、そ

のような批判を行う際の立場や考え方を指す２）。

正義とは、「主要な社会制度の設計を通じて、人

びとの人生の見通しに影響を与える基礎的な財の

分配を規制する社会構成原理」と定義する

（Rawls１９７１＝１９７９：６）。政治哲学の分野では、

J. Rawls（１９７１＝１９７９）や R. Nozick（１９７４＝１９９６）

などが理論を展開している。それらの理論ほど体

系的なものではないが、Wrightや Roemerが搾

取に対して道徳的判断を行う際には、社会の諸制

度をより包括的な観点から判断するための基準で
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＊＊関西学院大学社会学部助教
１）G. A. Cohen、J. E. Roemer、E. O. Wright、J. Elsterらにより、近代的な社会科学の数理、計量的手法を用いて、
マルクス主義の学説を再構成する試みがなされている。かれらはアナリティカル・マルキシズム（Analytical
Marxism）と呼ばれる一派を形成している。マルクスの階級理論を再構成する試みは、１９６０年代から、L.
Althusserや E. Balibarを中心とする構造主義的マルクス主義によってもなされてきた（橋本１９９９）。本稿で
は、構造主義的マルクス主義を経て、Wrightや Roemerによって定式化された搾取概念や階級概念に依拠する
階級論を、「現代的マルクス主義階級論」と呼ぶ。

２）M. Weberは、社会科学が採るべき学問的立場として「価値自由」を主張した。ただし、Weberは、社会科学に
おいて、ある事象を事実として認識することと、それに対して価値判断を下すことが独立であるとみなしたわけ
ではなく、むしろ、社会科学の問題設定には、価値判断が深く結びついていると考えていた（Weber１９０４＝
１９９８）。本稿は、「価値自由」とは、社会科学の「色濃い価値判断的性格」のなかで、普遍的に妥当する認識に達
するために、研究者には自己の評価判断と事実判断を区別する努力が要求されること（住谷ほか１９８７）とみな
す。
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ある、何らかの「正義の原理」に依拠していると

考えられる。ある事象が「不公正である」

（unjust）とは、それが正義の原理に照らし合わ

せて「望ましくない」、つまり「正義に適ってい

ない」という判断を表している。

本稿の構成は以下の通りである。次節では、

Wrightと Roemerにより提示された搾取の定義

を検討し、第三節で、彼らが搾取と呼ばれる事象

に対して、どのような道徳的批判を行っているか

を明らかにする。第四節では、彼らの搾取概念に

向けられた批判を取り上げる。第五節では、

Wrightと Roemerがいかなる正義の原理に依拠

しているのかを確認し、第四節で検討した搾取概

念への批判を念頭に置きつつ、搾取概念と搾取へ

の道徳的立場との関係を、いかに捉えなおせばよ

いかを論じる。

２ 現代的マルクス主義階級論の展開

まず、RoemerとWrightがどのように搾取を

定義しているかを確認する。Wrightは、１９７０年

代より、マルクス主義の立場から実証的な階級分

析を進めてきた。彼の階級図式は、１９８０年代初頭

を境にして第 I期と第 II期にわかれるが（橋本

１９９９）、第 II期では、搾取関係にもとづいて階級

図式が定義された（Wright１９８５）。その階級図

式は、その後も修正を経て用いられている

（Wright１９９７，２００５b)。

ただし、かつて搾取概念が依拠してきた労働価

値説は、さまざまな批判を受け、理論としての妥

当性を失ってしまった（高増１９９９；吉原２００８；

Elster１９８５）。そこでWrightは、搾取にもとづ

く階級図式を作り上げるにあたって、Roemerの

搾取理論に依拠した。Roemerは、労働価値説に

もとづかずに搾取を定義し、さまざまな経済体制

における搾取を定式化する「搾取の一般理論」を

展開した。まず、Roemerの搾取概念がいかなる

ものであるかを確認しよう。

２．１ Roemerの搾取概念

Roemerは、生 産 的 資 産（productive assets）

の所有関係にもとづいて、搾取を定義している

（Roemer１９８２，１９８８）。搾取の基盤となる所有対

象としてあげられているのは、他者の労働力、生

産手段、技能である。Roemerによる搾取の一般

理論は、搾取の基盤となるこれらの生産的資産の

社会における分配状態にもとづいて、以下のよう

なゲームにより定義される。

ある社会において、あるグループ Sが搾取さ

れているのは、次の三つの条件が満たされている

ときである（Roemer１９８２：１９４―５）。

１．仮説的に可能と考えられる別の選択肢が存

在して、そこでは Sは現状よりもよい

２．この別の選択肢のもとで、Sの補集合 S’の

状況は、現状よりも悪化する

３．S’は Sに対して支配の関係にある

「仮説的に可能と考えられる別の選択肢」とは、

搾取の基盤となる所有対象（生産的資産）の分配

状態が、現実とは異なっている状況を指す。「別

の選択肢」は、搾取の基盤となっている生産的資

産によって、異なって定義される。たとえば、生

産手段の所有をめぐるゲームでは、現実とは異な

るかたちで生産手段が個々人間に分布している状

況が、「別の選択肢」として設定される。所有対

象となる生産的資産が他者の労働力や技能である

ときは、それぞれ異なる「別の選択肢」が、搾取

を定式化するために設定される。

では、搾取を定式化するこの三つの条件が何を

意味するのかを確認しよう。搾取の第一の条件が

意味することは、搾取の基盤となる所有対象が現

状よりも平等に分布している「仮説的に可能と考

えられる別の選択肢」では、現在の社会において

少なくしか生産的資産を所有していないグループ

Sは、より状況が改善する（better off）というこ

とである３）。たとえば、生産手段が現状よりもよ

り平等に配分されたならば、生産手段をもってい

ないグループ Sの状況は現状よりもよくなると

３）Roemerによれば、「個人が状況 Yよりも状況 Xにおいてより状況が改善したといいうるのは、かれが、状況 X
において、状況 Yと同じ余暇時間のままで、より多くの所得を受け取っている場合である」（Roemer１９８２：
２６６）。
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考えられる。そのときには、現状において多くの

生産手段を所有しているグループ S’の状況は、よ

り悪くなると想定される。これが搾取の第二の条

件が示すことである（Roemer１９８２：２３７）。

さらに、S’は Sに対して支配の関係にあるとい

う第三の条件は、第一と第二の条件が、反直観的

な結果をもたらすことを排除するために設けられ

たものである。Roemerがあげている例は、福祉

の受益をめぐるゲームである。何らかのハンディ

キャップにより福祉を得ている人がいる現状から

健康な人びとが撤退して、「別の選択肢」におい

て自らも福祉の受益権を要求すれば、そこで健康

な人びとの境遇は改善されることになる。そうす

ると、実際には所得が低く、状況がより悪いと考

えられる福祉受益者が、搾取の第一条件と第二条

件を満たすという意味で、健康な人びとを「搾取

している」ということになる。このような事例を

搾取として位置づけないために、Roemerは S’は

Sを支配しているという条件を付け加えた

（Roemer１９８２：２３７）４）。

以上の搾取の定義にしたがって、Roemerは異

なる経済体制を位置づける。Roemerによると、

他者の労働力、生産手段、技能という生産的資産

の不平等な分配が、それぞれ封建制的搾取、資本

主義的搾取、社会主義的搾取をもたらす。封建主

義社会では三つの搾取が、資本主義社会では資本

主義的搾取と社会主義的搾取が、社会主義社会で

は社会主義的搾取のみが存在するとされる。では

次に、Roemerの搾取概念をもとに定義された

Wrightの搾取概念をみてみよう。

２．２ Wrightの搾取概念

Wrightにおいては、搾取は、以下の三つの条

件を満たすものとして定義されている（Wright

２０００：１５６３）。

１．搾取者の物質的厚生が、被搾取者の物質的

厚生の減少に因果的に依存する

２．搾取者と被搾取者の間における厚生の逆の

相互依存関係が、ある生産的資産５）のアク

セスからの被搾取者の排除に依存する

３．生産的資産のアクセスからの被搾取者の排

除が、搾取者へ物質的な有利さを生み出す

のは、それが、搾取者が被搾取者の労働を

領有することを可能にするからである

Wrightにおいては、搾取しているか、搾取さ

れているかどうかは、異なる階級を区別する基準

である。よって、以上の搾取の定義は、階級間の

搾取関係を規定するものである。それぞれの階級

の物質的な厚生が「因果的に関連する」（搾取の

第一条件）のは、搾取階級が、被搾取階級の生産

的資産へのアクセスを排除しており（第二条

件）、それによって、搾取階級が被搾取階級に

よって生産された剰余を領有しているからである

（第三条件）（Wright１９９７：１０）。

搾取の基盤となる生産的資産は、生産手段、他

者の労働力、技能、組織資産である。これらの生

産的資産の所有関係を基盤として、Wrightの階

級図式は、４つの搾取関係によって定義される。

第一に、生産手段の所有／非所有によって生じる

搾取関係、第二に、雇っている労働者の数によっ

て生産手段の所有者間で生じる搾取関係、第三

に、組織資産によって生産組織内部で生じる搾取

関係、そして最後に、技能資格によって生じる生

産組織内部での搾取関係である。この四つの搾取

関係により、１２個の階級が区別される（Wright

１９８５，１９９７）。

このように、Wrightの搾取概念は、Roemerの

搾取の一般理論に依拠して構築されている。しか

し、両者の間には相違点もある。Roemerの搾取

の定義では、階級間の物質的な不平等が、ある行

為者から他の行為者への移転によって生み出され

るという視点がない（Marshall et al.１９８８）。

Wrightは搾取の第三の条件、すなわち、搾取者

が被搾取者から「剰余を領有する」という条件が

満たされないのであれば、それは搾取とはいえな

いという。最初の二つの条件だけが満たされた状

４）Roemerは、「支配」とは、「グループ S’が「別の選択肢」が実現することを妨げており、そのことが Sの搾取を
もたらしている」ということを伴っている、と説明している（Roemer１９８２：１９５）。

５）Wrightは、Roemerが用いた「生産的資産」ではなく、「生産的資源（productive resources）」という言葉を用い
ているが、実質的には両者の間に違いはないと考えられる。
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態は、「搾取的ではない経済的抑圧」である。搾

取関係では、搾取者は自らの物質的厚生を高める

際に被搾取者の労働成果に依存するので、搾取者

は被搾取者を必要としている。一方、搾取的では

ない経済的抑圧では，抑圧者にとって望ましいこ

とは、被抑圧者が単に消えてしまうことである

（Wright１９９７：１１）。

Wrightによれば、剰余とは、労働力や特殊な

技能など、「生産におけるすべての投入を再生産

するために必要なものを超えたもの」を意味する

（Wright１９９７：１０）。以上のように、Wrightの搾

取の定義は、生産的資産へのアクセスからの排除

を基盤として、その排除によって生じる行為者間

の剰余の移転によって特徴づけられる。

３ 搾取に対する道徳的立場

では次に、RoemerとWrightが「搾取」と呼

ばれる事象に関して、いかなる道徳的立場をとっ

ているのかをみてみよう。この点に関して、

Wrightと Roemerは異なる立場をとっている。

３．１ Wright：搾取は「不公正」である

Wrightにとって、階級間の関係を搾取関係と

して捉えることは、そのような関係を道徳的に批

判すべきものとしてみることである。Wrightは、

「物質的利害の敵対的な相互依存の形態を表すた

めに「搾取」という用語を用いることは、厳密に

科学的で技術的な選択である、と主張することは

不誠実である」と述べている（Wright１９９７：

１３）。つまり、搾取概念を用いて階級構造を分析

するということは、同時に、そのような階級構造

に対して何らかの道徳的判断を下していることに

もなる、ということを認めている。そして、「資

本家による労働者からの剰余の領有を「搾取」と

規定することは、この領有が不公正（unjust）で

あることを暗に示している」と述べる（Wright

１９９７：１３）。

しかし、Wrightにとってなぜ搾取が「不公正」

なのかは、必ずしも明らかではない。Wrightは、

「搾取は不公正である」と述べたすぐ後で、「この

主張の哲学的正当化をここで探究すると、本題か

らすごく離れてしまう」として、「社会学的な階

級分析の目的にとって決定的な問題は、階級関係

と結びついた物質的利害が敵対的であるという認

識である」と述べるにとどまる（Wright１９９７：

１３）。

ただし、Wrightは何も根拠なく、このように

述べているわけではない。Wrightがいかなる正

義の原理に依拠しているかは、後で確認する。そ

の前に、Roemerの立場をみてみよう。

３．２ Roemer：搾取は「不公正」ではない

Roemerは、Wrightとは異なり、搾取概念に道

徳的な意味合いを込めてはいない。Roemerに

とって搾取は「技術的」な用語に過ぎず、搾取が

存在していると指摘することは、搾取と名づけら

れた事象を道徳的に批判することではない

（Roemer１９８６：２６２）。

しかし、だからといって Roemerは資本主義社

会において、あるいは搾取が存在するという事象

のなかに、「不公正」が存在しないと考えている

わけではない。Roemerにとって資本主義的社会

経済体制が不公正であるのは、搾取が存在してい

るからではなく、生産的資産の原初的な不平等分

配が存在しているからである（Roemer１９８６：

２６２―３）。Roemerによれば、搾取がもたらすかも

しれない利潤蓄積、疎外、支配といった事象は、

搾取を道徳的に批判する根拠とはならない。

Roemerは以下のように述べている。

最も首尾一貫したマルクス主義の倫理的立場

は、生産的資産の当初の分配における不平等に

反対するというものである。搾取の説明が生産

的資産の不平等分配を適切に反映しているとき

（豊かな者が貧しい者を搾取しているとき）に

は、搾取理論は魅力のあるものとなる。しか

し、その相関関係が崩れたとき、搾取理論の正

当化は何によっても基礎づけられない。

（Roemer１９８６：２７７）

たとえば Roemerによると、人が公平（fair）

と考えるような資源の原初的な分配の結果とし

て、搾取が生じることがあるという。同等の土地

と生産手段、技能をもったひなたぼっこが好きな

Xとワーカホリックな Yがいたとしよう。Xは Y
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に土地を貸し、Yはそこで多くの利益をあげる。

Xは働かずに Yから利益の一部を賃料として取得

するが、貧しいままであるとする。このとき、Y

が生み出した剰余の Xによる抽出はあり、技術

的な意味での搾取は存在する。しかし、Xと Yの

当初の生産的資産は平等であり、ゆえに「不公

正」な抽出はない。したがって「不公正」はまっ

たく存在しないことになる（Roemer１９８８：５４―

７）。

以上のように、Roemerにおいては、資本主義

的社会経済体制の「不公正」を批判する論拠は、

搾取の存在ではない。さらに Roemerによると、

ある形態の搾取は「社会的に必要」でさえある。

搾取の一般理論において、ある形態の搾取の除去

（生産的資産の平等化）が、被搾取者の状況を改

善するのではなく逆に悪化させるように、個々人

のインセンティブを変える場合がある。たとえ

ば、「技能の所有にもとづく搾取」が存在してい

ることを判断するための「別の選択肢」は、技能

が社会的にプールされ、誰もが技能に対する一人

あたりの分け前へのアクセスをもっている状態で

ある。ただしこのような状態では、技能を磨こう

とする個々人のインセンティブがなくなってしま

い、分配される財が生産されない。よって、現実

社会でより恵まれない立場にある Sが、「別の選

択肢」において期待する所得を達成できないとい

うことが考えられる。このような場合、搾取は社

会的に必要とされているという（Roemer１９８２：

２４２）。「社会的に必要」な搾取がありうることを

考慮して、Roemerは、社会的に必要ではない搾

取を除去することが、倫理的な観点から望ましい

ことであると述べている（Roemer１９８２：２７１）。

以上からいえることは、第一に、Roemerが

「不公正」と考えていることは、生産手段や技能

などの生産的資産が最初から不平等に分配されて

いることである。第二に、搾取をなくしてしまえ

ば、現実社会でより恵まれない者の状況が悪化す

る場合は、搾取の除去は望ましくない。逆にいえ

ば、搾取の除去が望ましいのは、それが現実社会

でより恵まれない者の状況を改善する場合であ

る。

４ 搾取概念への批判

では、Wrightと Roemerによって定義された

搾取概念や、搾取の存在に対する道徳的立場は妥

当なものだろうか。以下では、かれらの搾取概念

に向けられた批判を検討する。

４．１ Wrightへの批判

Wrightは、搾取関係にもとづく階級図式を用

いて、階級構造と個人の意識との関係、階級間移

動、所得格差といったテーマについて、実証研究

を進めてきた（Wright１９８５，１９９７）。Wrightが

提出した階級図式は、従業上の地位や役職、職業

を表す変数を用いて操作化された。しかし、搾取

概念や階級図式について、いくつかの批判が与え

られた６）。

重 要 な の は、「剰 余」の 概 念 に 関 す る A.

Sakamoto and J. Liu（２００６）による批判である。

かれらによると、Wrightの分析的な限界は、剰

余を定義づける「労働の価値」を明確にしていな

いことである。Wrightは労働価値説を放棄し、

価値が労働以外の生産要素から生み出される可能

性を残した。それは、Wrightが、剰余を定義す

るための「生産への投入」として、労働力の再生

産に必要なコストだけでなく、すべての生産要素

の再生産に必要なコストに言及していることから

もわかる。たとえば、「生産への投入」として

は、労働力だけではなく、資本や経営能力といっ

た生産要素も重要な役割を果たす。したがって、

Wrightの議論において必要なことは、価値の生

産における資本の役割を明確にし、借り入れた資

本へのリターンがどのくらいであれば「搾取では

６）各生産的資産の区別と独立性に関する批判がある。Wrightは４つの搾取関係が現実の資本主義社会の内部で同
時に進行していると考えたが、実際には、それぞれの搾取関係は相互に独立ではないという。橋本健二（１９９９）
は、技能と組織資産の区別はあいまいであり、これらを区別する積極的な理由はないと指摘する。G. Carchedi
（１９８９）は、資本資産の所有と組織資産の所有を区別することや、技能を労働力と区別することはできないと指
摘している。Wright自身も、組織資産や技能を搾取の基盤とみなし、これらの搾取関係によって別個の階級が
存在するとみなすことには問題があることや、異なる搾取関係の間の相互関係が明確ではないことを指摘してい
る（Wright１９８５）。
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ない」といえるのか、はっきりと示すことである

という（Sakamoto and Liu２００６：２１２）。

しかし、Wrightは生産過程において投入され

る、労働力以外のさまざまな生産要素の相対的な

価値を明確にしていない。したがって、Wright

の搾取概念は曖昧であり、操作化することができ

ない（Sakamoto and Liu２００６：２１１）。実際、Wright

による実証分析において「搾取の存在」が示され

たことはない。それは分析において「仮定」され

るだけである７）。

以上の批判は妥当なものだと考えられる。実

際、Wright自身はこの批判に応えていない。そ

してこの搾取概念に対する批判は、搾取に対する

Wrightの道徳的立場にも関係する。つまり、搾

取の存在が曖昧である限り、搾取が存在している

ということを根拠に、現代社会の階級構造が「不

公正」だと主張することはできない。

４．２ Roemerへの批判

一方、搾取を定義する際に、「剰余」や「労働

の価値」といった概念を用いていない Roemer

は、搾取概念が曖昧であり実証が難しいという問

題を抱えていない。

ただし、Roemerの搾取概念に批判がないわけ

ではない。以下の二点を指摘することができる。

第一に、Roemerが定義した搾取は「単なる格

差」であり、搾取概念から、社会経済的構造に対

する内在的な批判が与えられないという批判があ

る。盛山和夫（１９９２）は、Roemerの定義した

「搾取」という概念にはまったく実質的な意味が

含められていないと指摘する。盛山によると、

Roemerが搾取を定義する際に用いた「可能な別

の選択肢」の中身は唐突で一義性がなく、それが

社会経済的構造に根ざしたものであると理論化す

ることは困難だという。ゆえに、Roemerの理論

は、「搾取の格差理論」となってしまっている。

格差理論は、現状は「より望ましい配分状態より

は劣っている」と相対的に貶められるだけであっ

て、現状に対する否認の内在的な論拠は与えられ

ない（盛山１９９２：２１）。

Roemerへの第二の批判は、生産的資産の原初

的な不平等分配をたとえ反映していなくても、搾

取が存在することに「不公正」といえる状況があ

るのではないか、ということである。Roemer

は、搾取は、初期段階での不平等な資産配分を反

映していないときには、不公正ではないと述べて

いる。このことを述べる際に使われているのは、

「ひなたぼっこが好きな Xとワーカホリックな Y

の例」である。G. A. Cohenによれば、搾取それ

自体は不公正ではないという Roemerの前提は、

このような説例のうえに立っている。しかしこの

前提から、搾取ではなく不平等な資産配分こそが

根本的に不正であるという結論は導かれないとい

う（Cohen１９９５＝２００５：２９０）。

Roemerの主張とは逆に、初期の資源の不平等

分配ではなく搾取こそが不公正であると考えるた

めの例も、考えることができる。たとえば、利用

できる生産手段や技能に関して全く平等な状態か

ら出発した個人が、到達点においてより大きな不

平等な状態にあるということも考えられる。さら

に、そのような状況下で、搾取者は被搾取者の労

働によって生活をしながら、かれらにかろうじて

生存できるだけの賃金しか払わないということも

あるだろう。このような状態は「不公正」といえ

ないだろうか。

以上より、Wrightは、「剰余の移転」により搾

取を定義したが、「剰余」の意味が不明確なため

に、搾取概念を用いて現実を分析することができ

ていない。Roemerは、剰余の移転を含むものと

して搾取を定義していないので、Wrightのよう

な困難には直面していない。しかしそのことに

よって、搾取は単なる「格差」と区別できなく

なった。さらに、生産的資産の原初的な不平等分

配がなぜ不公正なのかが、明確に示されていない

という問題もある。

５ 現代的マルクス主義階級論における
正義の原理

これらの批判に応えることはできるだろうか。

以下では、社会的・経済的資源の分配に関わる諸

制度を評価するうえで、Wrightと Roemerがい

７）盛山（１９９２）によると、Wrightの議論で最も不可解なことは、搾取が「現実に存在すること」をまったく論証
しようと試みてすらいないことである。
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かなる正義の原理に依拠しているかを確認する。

そして、搾取概念と搾取への道徳的批判をどう関

係づければよいかを考察する。

５．１ 自己実現のための物質的条件の平等化

まず、Wrightの立場から確認しよう。Wright

は、自身の立場を「物質的な観点からみた徹底的

な平等主義」と表現している。Wrightによると、

マルクス主義の階級分析を突き動かしているの

は、平等主義に対する道徳的なコミットメントで

ある。この平等主義は、三つの命題で表現され

る。一つは、「徹底的な平等主義」命題である。

これは、人間性の開花は、生活のための物質的条

件の徹底的な平等主義的分配によって広く高めら

れるというものである。二つめは「歴史的可能

性」命題であり、これは、高度に生産的な経済条

件が整えば、物質的条件の徹底的な平等主義的分

配が持続可能となり、そのような平等主義的分配

が存続するなかで社会を組織することが可能にな

ることを意味する。最後に「反資本主義」命題が

ある。これは、資本主義的社会経済体制において

は、物質的条件の徹底的な平等主義的分配が達成

される可能性が妨げられる、ということである

（Wright２００５b：６―８）。

以上のように、Wrightが目指すのは、物質的

資源が十分に平等に分配されている状態である。

Wrightによると、資本主義的階級関係は、階級

間に物質的条件の不平等をもたらすことで、社会

の大部分を構成する人びとがその潜在能力を開花

させることを妨げる。そして、ある人は他の人よ

り自分の人生計画にもとづいて行動するより大き

な能力をもつという「実質的な自由」（real

freedom）の不平等がもたらされる（Wright

２００５a）。Wrightは、資本主義を、異なる社会的

目的に対する資源の配分と使用が、行為者の経済

的権力の行使によって達成される経済構造である

と規定する（Wright２００６）。このような経済構

造は、行為者間に物質的条件の不平等をもたらす

基本的な傾向をもっているのである。

では、Roemerはどうであろうか。Roemerが

望ましいと考えているものは、自己実現と幸福、

政治的影響力、社会的地位への機会の平等であ

る。なかでも Roemerが最も重視するのは、自己

実現への機会の平等である。自己実現とは、人生

計画の単なる達成や基礎的な生存といったことを

超えて、個人的才能を十全に開発し、またそれを

実地へと応用していくことを意味している。そし

て、自己実現の機会を、すべての人びとにできる

かぎり平等な水準で最大化すべきと主張する

（Roemer１９９４＝１９９７：２３―３０）。Roemerに よ れ

ば、「自己実現は、人間性の開花というマルクス

主義に特有の概念をなしている」（Roemer１９９４

＝１９９７）８）。つまり、人びとが自らの潜在能力を

発揮して、よい生を送ることを重視している点

で、RoemerとWrightは同様の立場に立ってい

ることがわかる。

さらに、 Wrightと同様に Roemerにとっても、

物質的な資源を平等に分配することは、自己実現

のための条件となるがゆえに、望ましい。すでに

述べたように、Roemerは、恵まれないグループ

の状態を改善することに役立たない搾取、つまり

「社会的に不必要な搾取」をなくすことが望まし

いと主張している。Roemerにとって「社会的に

不必要な搾取」の除去が望ましいのは、それが短

期的にも長期的にも、人びとの自己実現を促進す

るからである。短期的には、搾取されているグ

ループに基本的な生活のために必要な資力を提供

することにより、自己実現の機会を増大させる。

長期的には、社会的に不必要な搾取を除去し、必

要な搾取を残すことによって、社会全体の生産力

の発展を促進する。それは、将来的に、人びとの

自己実現のための条件を向上させる（Roemer

８）この「自己実現」という価値は、Marxが重視したものでもある（Elster１９８５）。ただし、Marxが資本主義的社
会経済体制を、「不正義」という観点から批判していたかどうかについては、論争がある。J. Elster（１９８５）に
よれば、Marxにとって、自己実現の理想は超歴史的な性質をもっているが、正義の理想はそうではなかった。
Marxが訴えたかったのは、資本主義的交換は、商品の価値通りに取引されているという意味では「公正」にみ
えるが、それは表象にすぎないということであった。その意味では、Marxにとっては、「正義」という構想は
「ブルジョワジーのイデオロギー」である。一方、N. Geras（１９８６）によれば、Marxの抱いていた正義の概念は
狭いものであるという。Marxの著作のなかにはそれよりも広い正義の概念が含まれており、Marxは資本主義
を公正でないものとして批判していたが、彼は自分がそう考えていると考えていなかった、と指摘している。



【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１１２号／長松奈美江 ３＋１校

― ―８６ 社 会 学 部 紀 要 第１１２号

１９８２）。

以上より、Wrightと Roemerも、個人が、み

ずからの人生計画にもとづいて才能を開花させ、

豊かな生活を送るための条件として、物質的な資

源ができるだけ平等に分配された状態を望ましい

と考えている。そして、彼らは、資本主義的社会

経済体制が、そのような望ましい状態を達成する

ことを妨げていることを批判している。

５．２ 搾取概念と搾取への道徳的立場

では、第四節で検討した搾取概念に向けられた

批判を念頭に置きながら、Wrightと Roemerの

依拠する正義の原理を考慮して、搾取概念と搾取

への道徳的立場との関係をどのように関連づけれ

ばよいかを考えよう。

まず、Wrightの立場について考察する。

Wrightは、搾取者が被搾取者が生み出した「剰

余を領有」していること、つまり労働によって生

みだされた「価値」が「奪われている」ことが搾

取の定義にとっては重要であり、このように定義

される搾取それ自体が不公正であると述べてい

る。しかし、この立場は問題を含んでいる。

Wrightが依拠する正義の原理を考慮すれば、必

ずしも、搾取そのものを不公正とみなす必要はな

い。この点に関して、以下の二点を指摘すること

ができる。

第一に、搾取をなくしても、Wrightが重視す

る「物質的資源がより平等に分配された状態」が

実現するとはかぎらない。A . Sakamoto and J .

Liu（２００６）によれば、Wrightの搾取概念には、

ピグー搾取と呼ばれる搾取の形態が含まれている

という。ピグー搾取は、生産要素が、その限界生

産物の価値９）よりも低く支払われていることとし

て定義できる。A. Sakamoto and C. Kim（２０１０）

は、このように搾取を定義したうえで、搾取が実

際に存在しているかを検証する実証分析を行って

いる。アメリカの製造業のデータをもちいて分析

を行った結果、女性、ヒスパニック、アフリカ系

アメリカ人、ブルーカラー労働者が搾取されてい

ることを明らかにしている。これらのグループは

もともと低所得の層であり、搾取を除去すれば、

現状より平等な状況がもたらされる。しかし、労

働者への報酬をその限界生産物の価値と対応させ

れば、つねに現状より平等な状況が実現するとは

かぎらない。たとえば J. E. Roemer（２００８）は、

労働者への報酬が労働の価値１０）に従う社会主義的

システムのもとでは、所得はかなり不平等なまま

であると指摘している。このシュミレーション結

果は、労働市場が二極化し、高度な技能を要求さ

れる職業とそうでない職業に分断している状況を

反映していると考えられる１１）。

第二に、Wrightの搾取の定義には、搾取を道

徳的に批判するための根拠が入り込んでいて、そ

れが搾取概念を不明確なものにしているように思

われる。Wrightの搾取概念には、上述した「労

働の価値以下の支払い」ということ以上の内容が

含まる。Wrightは、被搾取者の生産的資産への

アクセスを搾取者が排除することや、生産的資産

を取得するための初期条件が不平等であることに

よって「剰余の領有」がもたらされると述べてい

る。このように搾取を定義すれば、平等を重視す

る立場から搾取の存在を道徳的に批判することに

は無理はなくなる。しかし、このような搾取のプ

ロセスが現実に起こっていることを示すことは難

しい。「生産的資産へのアクセスの排除」あるい

は「初期条件の不平等」によって「剰余の領有」

がもたらされるという論理が不明確だからであ

る１２）。

９）労働の「限界生産物の価値」とは、他の生産要素を一定としたとき、新たに一単位の労働を追加することによっ
て生み出される生産物の付加価値の増加分を意味している。

１０）この論文で Roemerは、労働の価値を、労働時間に、適切な効率性と技能の要素をかけたものと定義している。
１１）Wright自身はこの方法で搾取概念を操作化しようとはしていないが、剰余を「生産におけるすべての投入を再

生産するために必要なものを超えたもの」として定義しており、他の尺度や基準を用いたとしても、「労働の価
値」と報酬を対応させたときにかなりの所得不平等が帰結するということは、考えられる。

１２）Wrightが指摘するこの搾取のプロセスは、第一に、「レント搾取」（Rent exploitation）、第二に、「原初的条件搾
取」（Initial-conditions exploitation）として捉えることができる（Sakamoto and Liu２００６）。レントとは、供給が
制限された資産への収益を意味する。ある生産的資産の供給が制限されていると、競争が制限されるためにその
資産の価値が高まり、それを所有していたり、その成果物への権利をもっている者に超過利潤（レント）をもた
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つまり、Wrightに向けられた「搾取概念が曖

昧である」という批判と、Wrightが依拠する正

義の原理の内容を考慮すれば、Wrightは、搾取

の存在そのものを「不公正」とみなす必然性はな

い。むしろ、搾取概念を用いた現状分析と、搾取

への道徳的批判を切りはなして、両者を適切に位

置づける必要がある。また、何らかの「剰余の移

転」を含むものとして搾取を定義することにも無

理がある。

このように考えれば、これは Roemerが依拠す

る立場に近づく。ただし、Roemerの搾取概念に

対しては批判があった。その一つは、搾取は「単

なる格差」ではないかという批判であり、もう一

つは、搾取ではなく当初の資源分配の不平等が根

本的に不公正とみなされる理由が明確でない、と

いうものである。

搾取概念と搾取への道徳的立場との関係を考え

るために、先に、二つめの批判について検討しよ

う。RoemerはWrightと同様に、人間性の開花

や自己実現を重視しているが、その主張の力点

は、自己実現のための「機会を平等化」すること

にある。生産的資産の当初の不平等分配を「不公

正」だと批判する Roemerの主張は、この立場に

関連している。一方、Wrightが定義した搾取概

念のなかにも、「機会の平等」の重視はみられ

る。それは、誰もが平等な状態から出発し、生産

的資産の取得に障害がなかった場合には、生産的

資産を所有していることから派生する所得に違い

があったとしても、その違いには「道徳的に反対

すべきものは何もない」と述べているところであ

る（Wright１９９７）。

このように、生産的資産の取得に際して機会の

平等が確保されていることは、望ましいといえる

だろう。ただし、Wrightと Roemerの正義の原

理が意味することは、「生産的資産を取得するた

めの機会の平等」のみではないと考えられる。な

ぜならば、第一に、利用できる生産手段や技能に

関して全く平等な状態から出発したとしても、到

達点において、大きな物質的資源の不平等が存在

する、ということも想定できる。そしてそのよう

な不平等な状態が、自己実現を妨げていることも

考えられる。第二に、Wrightと Roemerが重視

している自己実現は、生産活動の領域のみで展開

されるものではない。Wrightが重視するのは、

人が自分自身の人生計画にもとづいて行動する能

力をもつという実質的な自由である。それは、生

産活動の領域だけではなく、他のさまざまな生活

領域での自由を意味していると考えられる。

以上のことを考慮すれば、当初の資源の不平等

分配を反映している場合に搾取は「不公正」であ

り、そうでない場合は「不公正」とはいえないと

いう Roemerの立場には、修正が必要になってく

るといえる。そして、搾取概念と、搾取への道徳

的立場は、以下のように関連づけられるだろう。

Wrightも Roemerも、自己実現を重視する立場

から、そのための物質的条件をできるだけ平等に

分配することを望ましいと考えている。搾取が

「不公正」であると判断されるのは、それが当初

の不平等な資源分配から帰結した場合だけでな

く、搾取が結果として、個々人間に著しい物質的

条件の不平等をもたらしている場合である。つま

り、搾取関係がもたらされる「機会の不平等」だ

けではなく、搾取関係がもたらしうる「結果の不

平等」にも注目する。搾取が焦点を当てているの

は、生産的資産の所有者―非所有者間に物質的資

源の不平等がもたらされるプロセスである。

Wrightが述べるように、生産的資産を所有する

者が大きな経済的権力をもち、それによって様々

らす。レントは、完全競争市場において支払われる報酬と現実の市場で支払われる報酬の差異として定義される
（Sorensen２０００）。しかし、完全競争市場は現実には存在しない。したがって、実際にレントが生じているかを
確かめることは難しい。原初的条件搾取に関しては、Wrightは以下のような説明を行っている。労働力を売る
すべての人びとが同じ遺伝的・社会経済的能力をもち、同じ社会的・経済的資源をもっており、技能の習得に際
する障害は、誰にとっても同程度であると仮定する。このような条件下で、人びとはどれくらいの訓練を受け、
生産に必要な技能を取得するかを決定する。そして、個々人による決定がなされた結果、労働市場における職業
ごとの所得の変動は、その職業のタスクを遂行する際のコスト、すなわち技能の取得や努力のコストを反映する
ことになるという。この場合、「剰余の移転」＝搾取は存在しない（Wright１９９７）。この説明において、Wright
は、生産的資産を取得するための条件が不平等であることから、「剰余の移転」を説明しようとしている。しか
し、この二つのつながりは必ずしも明確ではなく、この意味での搾取が存在していることをどう確かめたらいい
のかは、わからない。
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な資源の分配が決まってしまう資本主義的社会経

済体制は、搾取関係を通じて、人びとの生活のた

めの条件を非常に不平等なものとしてしまう。

５．３ 搾取概念――「階級分析に道徳的批判を吹

き込む」ための分析ツール

ただし、搾取への道徳的立場をこのように位置

づければ、搾取概念を用いた現状分析と、資本主

義的社会経済体制への道徳的批判との結びつきが

弱まってしまうことは否定できない。これは、

Roemerに対してなされた、搾取は「単なる格

差」ではないかという批判と関連する。Roemer

は、搾取を、さまざまな社会経済体制に当てはま

ることができるように一般的に定義しており、搾

取概念そのものに、資本主義的社会経済体制を内

在的に批判するための論拠を含めていない。その

ような論拠がないとき、はたして搾取に注目する

意味はあるのだろうか。

本稿での考察から、この疑問に関しては、以下

のように応えることができると思う。すなわち、

搾取概念に注目することの意味は、搾取概念を用

いて、生産的資産の所有関係が物質的資源の不平

等分配をもたらすプロセスを、「平等」という基

準から評価できることである。実証的な階級研究

においては、このような評価はあまりなされてこ

なかった。Wrightが述べるように、搾取概念は、

「階級分析に道徳的批判を吹き込む」ことができ

るのである（Wright２００５b：３０）。

ただ、Wrightと Roemerの立場は「平等主義」

ではあるが、その立場は、物質的資源の分配が

まったく平等であることを「望ましい」とみなす

ものではない。Wrightも Roemerも、条件を付

したうえで、結果として所得が不平等に分配され

ることを認めている。たとえば、Roemerの「社

会的に必要な搾取」という考え方は、社会の長期

的な変化と、人びとのインセンティブの働きを考

慮に入れて、効率性の観点から平等・不平等を評

価するものである。それは、生産的資産の所有に

よって得られる利益の分配が今より平等になった

際に、結果として現状で恵まれないグループの状

況が改善されるかに焦点を当てている。そして、

より恵まれない人びとの立場の改善に役立つとき

には、搾取関係によって人びとの物質的厚生に差

が生じることを認めている。これは、Roemer

が、自己実現の機会を「可能なかぎり平等な水準

で最大化」することが望ましいと述べていること

の別の表現でもあるだろう。

以上より、搾取とは、生産的資産の所有関係か

ら生じる物質的資源の不平等分配を、より「平等

な状態を実現する」という道徳的観点から評価す

るための分析ツールであるといえよう。搾取概念

は、階級・階層研究で頻繁に用いられるものでは

ない。しかし、雇用の不安定化、所得の不平等、

貧困などの研究テーマは、それを「望ましい」と

考えるかどうかという道徳的判断と不可分に結び

付いている。今後は、搾取概念をもちいて、現実

的な問題に対していかに道徳的批判を展開するか

を考えていくべきである。
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Justice in contemporary Marxist class analysis:
Examination of exploitation by E. O. Wright and J. E. Roemer

ABSTRACT

This article aims to clarify what is justice in contemporary Marxist class analysis

according to E. O. Wright and J. E. Roemer, and also what is the relationship between

justice and exploitation or class analysis based on exploitation. Contemporary Marxist class

analysis considers that the class structure entails exploitation relations based on property

relations of productive assets. This article discusses what Wright and Roemer think justice

is when they judge exploitation is “unjust”. Following their principle of justice, Wright and

Roemer morally criticize the class structure for producing undesirable results for individual

lives-inequality of the material conditions of life. After clarifying the relationship between

exploitation and moral judgment, this article discusses how exploitation that has been

criticized could be reformulated, and finally claims that the class analysis based on

exploitation has effectiveness.

Key Words : class structure, exploitation relations, productive assets
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